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福祉文教委員会会議録 

 

開閉日時 令和４年３月16日（水) 午前10時00分～午前11時51分 

会  場 高浜市議場 

  

１．出席者 

１番 荒川 義孝、 ７番 長谷川広昌、 ９番 柳沢 英希、 

10番 杉浦 辰夫、 11番 北川 広人、 13番 今原ゆかり、 

15番 内藤とし子、 16番 倉田 利奈 

オブザーバー  

副議長（３番） 杉浦 康憲 

 

２．欠席者 

   なし   

 

３．傍聴者 

２番 神谷 直子、 ４番 杉浦 浩一、 ５番 岡田 公作、 

６番 柴田 耕一、 ８番 黒川 美克、 12番 鈴木 勝彦、 

14番 小嶋 克文、 

一般２名 

 

４．説明のため出席した者 

市長、副市長、教育長、 

企画部長、秘書人事ＧＬ、ＩＣＴ推進ＧＬ、 

福祉部長、健康推進ＧＬ、地域福祉ＧＬ、介護障がいＧＬ、 

福祉まるごと相談ＧＬ、 

こども未来部長、文化スポーツＧＬ 

 

５．職務のため出席した者 

   議会事務局長、書記２名 
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６．付議事項 

 （１）議案第８号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正

について 

 （２）議案第９号 高浜市個人情報保護条例の一部改正について 

（３）議案第10号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当

組合規約の変更について 

（４）議案第11号 高浜市手話言語条例の制定について 

（５）議案第12号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理

に関する条例の全部改正について 

 

７．会議経過 

 

委員長挨拶 

 

委員長 本日、委員会の傍聴の申し出がありましたので、高浜市議会委員会

条例第19条第１項の規定により傍聴を許可しましたので、ご了承お願いいたし

ます。 

 ただいまの出席委員は、全員であります。 

よって、本委員会は成立いたしましたので、これより福祉文教委員会

を開会いたします。 

 

 市長挨拶 

 

委員長 去る３月８日の本会議におきまして、当委員会に付託となりま

した案件は、既に配付されております議案付託表のとおり、議案５件で

あります。 

当委員会の議事は、議案付託表の順序により、逐次進めてまいりたい

と思いますが、これに御異議ございませんか。 
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「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、これより議案付託表の順序により、会議を

行います。 

次に、本委員会記録の署名委員の指名についてであります。 

本件については、委員長から御指名申し上げて御異議ございませんか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、副委員長の荒川義孝委員を指名いたします。 

それでは、当局の方から説明を加えることがあればお願いいたします。 

説（企画部） 特別ございません。よろしくお願いいたします。 

委員長 これより質疑に入ります。 

 

 

《議 題》 

（１）議案第８号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に 

ついて 

委員長 質疑を行います。 

問（９） 議案８号につきまして、二点ほどお伺いをさせていただきま

す。今回の改正で会計年度任用職員、非常勤職員の育児休業と部分休業

に係る取得要件緩和ということで、非常に少子化対策としても、働く現

場の人からしても、育児と仕事の両立も子育てをしながら、安心して働

くことができるのかなというふうに思います。 

そこで、今回の改正によって、職員で対象となる方っていうのは、ど

のぐらい見えるのかということと、また、今回の対象者に対しまして、

今回の緩和措置をどのように周知をしていくのかということを教えてい

ただきたいなと思います。 

答（秘書人事） 本市におきましては、会計年度任用職員となりますが、
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本年１月現在で150名弱の方が勤務をされてお見えになります。内、半数

以上が、学校、保育園、幼稚園関係となっております。御質問の緩和措

置の対象となる会計年度任用職員の数でございますが、現状、所管グル

ープごとに採用を行っていることもあり、個別の勤務内容や勤務年数等

は把握しておりますが、家族構成などについては把握できていない状況

にございます。そのため、今回の改正を受けまして、次年度以降は人事

担当においても、履歴書の写しを保管するなど、把握に努めてまいりた

いと考えております。 

また、対象者への制度の周知につきましては、所管グループを通じま

して実施していきたいと考えておりますが、会計年度任用職員につきま

しては、扶養の範囲内での勤務、あと時間数や時間帯など、可能な範囲

で配慮した上で勤務をいただいておりますので、実際に制度を使われる

可能性は低いと想定をしております。以上でございます。 

問（９） 制度のほうを所管グループを通して周知をしてくださるとい

うことなので、しっかりと伝わることをちょっと願うんですけども。そ

の、伝わったかどうかというと、しっかり伝えたっていう報告をしっか

り人事グループとして受けるのか、そこら辺をちょっと聞きたいのと。 

あと現状もいろいろ対応してくださってると思うんですけども、今回

の改正で、育児休業の取得等の部分で新たに二つの条文を追加されてい

るということですので、今後、職員やその家族、妊娠、出産があったと

きに、育児休業の取得を希望する方が出たとき、人事担当としてはどう

いう対応を行っていくのか、行っているのか。現状、今どういうふうに

行っているのかと。今後、環境整備というのもありますので、そこら辺

についてもちょっとお話を教えていただけたらなと思います。 

答（秘書人事） 最初の御質問の所管グループからの報告につきまして

は、連携を密にしながら取り組んでまいりたいと考えております。 

それから、今回、条文として明文化されたことで、義務化される形に

なります。しかし、現状におきましても、職員本人または所管グループ

リーダーから妊娠等の報告を受けますと、本人と人事担当によります面

談時間を設けまして、出産後の育児休業も踏まえた全体の制度の流れな
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どについて説明を行うとともに、その後も疑問点や確認事項などがあり

ましたら、その都度相談に応じているという状況でございます。 

また、妊娠はしていなくても、将来を見据えてというところで、制度

を知りたいという職員に対しましても、本人の希望により個別相談や説

明の機会を設けております。 

なお、第24条にございます、職務環境の整備に関する措置の中に、今

回、研修に関する記述というものがございます。こちらにつきましては、

対象者が限られているということもありまして、現状では実施に至って

おりません。ただ、今回の条文化を踏まえまして、今後どのように対応

してくべきか。近隣市の取組状況なども把握しながら、検討を進めてま

いりたいと考えています。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

問（16） まず、この改正の議案書のところ。19条云々で書かれてる部

分なんですけど、次のいずれにも該当する勤務日の日数及び勤務日ごと

の勤務時間を考慮して市長が規則で定めるとなっておりますので、その

定めれている内容を教えていただきたいのと。 

今、人事グループリーダーのほうが、多分、24条の内容についてお答

えいただいているのかなと思うんですけど、結局、今のところは具体的

な計画がないということなのか、それとも一部あるのか。今の答弁以上

のことがあるのかってことをお聞きしたいのと。 

あと最後もう一点なんですけど、今の９番議員の御質問で履歴書等の

写しで家族構成を確認するといったような答弁があったと思うんですけ

ど、現在、高浜市のそういう採用に当たりまして、性別を書いたり家族

構成を書くということが必須になっているのか。必須になっているので

あれば、それが法律とかそういうもので問題がないのかとか。その辺り

もお聞かせいただきたいと思います。 

答（秘書人事） 三点御質問いただきました。最初の御質問の市長が規

則で定めるというところについて申し上げます。一週間の勤務日が３日

以上とされている非常勤職員または週以外の期間によって勤務日が定め

られている非常職員で、一年間の勤務日が121日以上である非常職員であ
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って、一日につき定められた勤務時間が６時間15分以上である勤務日の

職員となっております。 

それから、24条の関係でございます。研修の関係が24条に載っており

ます。（２）にございます、育児休業に関する相談体制の整備というと

ころにつきましては、対象者が全員ではございませんので、個別相談は

今実施をしております。研修につきましては、先ほど申しましたとおり、

現状、研修という形では行われておりませんので、近隣市の状況を踏ま

えながら、今回の条文化を踏まえて検討してまいりたいと考えておりま

す。 

履歴書の関係ですが、性別については、記載はございません。家族構

成については、現状、残っております。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

問（16） 今の御答弁で市長が規則で定めるって言った部分ですけど、

これって近隣市も同じような条件でよかったのかという確認をしたいと

いうことと。 

この相談体制というところ、育児休業の。例えば民間の会社とかだと、

定期的に育児休業中も来ていただいて、お話をして研修をするといった、

そういうしっかりした体制が大企業とかはございますので、そういうこ

とも含めて考えられているのかっていうところと。 

あと、先ほどの履歴書の内容については、特に市としては問題ないと

いう考えでよろしかったでしょうか。 

答（秘書人事） 最初に規則の関係の条文の中身でございますが、こち

らにつきましては、国の人事規則に基づきまして作成をしておりますの

で、問題はないと考えております。 

それから、相談体制の関係でございます。現状も休んでる育休職員が、

社会保険料の支払い等で月に１回必ず来庁されます。その際に、保険料

のお金を受け取るだけではなく、近況報告という形で人事担当との意見

交換をする中で、現状を把握しております。家族構成の関係でございま

すが、現状、近隣市におきましても把握する範囲ではございますが、同

様な形というふうに聞いておりますので、現状は問題ないという理解を
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しております。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第８号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

（２）議案第９号 高浜市個人情報保護条例の一部改正について 

委員長 質疑を行います。 

問（15） 参考資料のほうを見ますと、関係法令がデジタル社会の形成

を図るための関係法律の整備に関する法律、そうなってます。行政機関

の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する

個人情報の保護に関する法律が廃止され、個人情報の保護に関する法律

に統合されることに伴い、情報の整備を行うこととすると概要はなって

るんですが、このデジタル社会の形成を図るためのっていうことについ

ては、これ、どういうふうになっているのか、お示しください。 

答（ＩＣＴ推進） 今回の個人情報保護条例の改正の根拠となっており

ます、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律で

ございますが、これはいわゆる束ね法というものでございまして、デジ

タル社会の実現をするために関係法令等を一本でまとめましょうという

ことになっています。中身といたしましては、今回、御提案しておりま

す個人情報保護制度の見直し、あとは、マイナンバー法の改正、郵便局

事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、Ｊ－

ＬＩＳ法等が、改正の対象となっております。このうちの個人情報が今

回対象ということでございます。以上でございます。 

委員長 ほかに。 

問（16） 今、ＩＣＴグループリーダーが説明されたように、束ね法だ

と思うんですけど、結局、デジタル関係のデジタル庁に伴う法改正で、
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結局、民間の職員がすごく今後、関われるということで、個人情報って

いうのがすごく重要になってくると思うんですけど、そういう中で国は

個人情報、マイナンバーカード制度に伴った一本化を目指してると思う

んですけど、そうなってくると各自治体ごとの独自のメニューっていう

のが、どういうふうになるのかっていうとこについては、やはり各自治

体でこれ個人情報を保護していかなきゃいけないと思うんですね。その

辺りについて、国の法改正に伴ってくのは仕方ないっていう部分はある

んですけど、市として独自に条例を制定できるのかどうかもわかりませ

んけど、制定することとか、あと独自のメニューについての個人情報保

護につきまして、調査研究とかその辺り、されてるのか、今後されてい

くのか、その辺りのお考えをお示しください。 

答（ＩＣＴ推進） 実は、御指摘のところが一番の問題になってござい

まして、実はその内容のガイドラインにつきましては、国のほうが令和

４年の春に示すという形で、現時点で我々のところでは、それを待って

改正に取り組んでまいりたい。このように考えております。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第９号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

（３）議案第10号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合

規約の変更について 

委員長 質疑を行います。 

 

質 疑 な し 
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委員長 質疑もないようですので、議案第10号の質疑を打ち切ります。 

 

 

（４）議案第11号 高浜市手話言語条例の制定について 

委員長 質疑を行います。 

問（16） 手話言語条例なんですけど、まず、市内高浜市の中で聴覚障

がい者の方は実際何名いらっしゃるのかなっていうところと。 

それから第６条の、市は次に掲げる施策の推進に努めるものとすると

いうことで、１、２、３って書かれてるんですけど、これについての市

の現在の計画を教えていただきたいのと。これに係るちょっと予算って

いうのが予算書のほうでわからなかったので、その辺りも含めて教えて

いただきたいということと。 

あと８条、市長が別に定める、これがもう何か定められているのか。

何かどういう理解でいいのかということを教えてください。 

答（介護障がい） 市内で、条例に含めた手話の障がい者の数でござい

ます。聴覚に障害のある方は市内で126名おられます。内、一、二級は60

名います。また、市内在住の岡崎聾学校在校生は３名でございます。 

あと、６条の計画ということで御質問いただきました。これは総括の

ほうでお答えをさせていただきましたが、改めて御説明をさせていただ

きます。６条第１号、手話に対する理解及び普及のための施策では、手

話言語条例の制定に関する広報への掲載、ＰＲチラシの配布、市職員向

けの研修の実施を予定してございます。 

２号の手話によるコミュニケーション及び情報取得に関する施策では、

手話通訳者の養成や手話通訳者の派遣の拡大など、手話による情報発信

がしやすい環境づくりを考えているところでございます。 

令和４年度の予算の関係ですが、啓発チラシの作成事業は16万8,000円。

あともう一つ、事業者向けの手話通訳者の派遣費用助成というものがご

ざいます。こちらは３万8,000円を予算計上してございます。あと職員向

け研修につきましては、協会のほうから派遣していただけます。こちら

のほうは無料でというふうに聞いておりますので、予算は計上してござ
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いません。 

あと、８条の関係でございますが、今のところ、ここに定めるような

事項は特に決まっておりません。 

委員長 ほかに。 

問（16） 職員の研修とか通訳者の養成とか拡大という御答弁があった

んですけど、これ例えば、今お聞きすると、聴覚障がい者で多分、この

手話を言語として使おうと、全員が思ってるかどうかわかんないですけ

ど、126名の方は通常の会話にいろんな不都合があると思われますので、

例えばこれを市内の市民の方ですね、そういう方にこういう、何ていう

んですか、ただ、こういう手話が言語ですよっていうだけじゃなくって、

手話自体を広めていくような活動とか、そういうことはないのかという

ことをお聞きしたいと思います。 

答（介護障がい） 手話を広げていくような高浜市の事業でございます

が、社協のほうに委託しております手話教室事業というものがございま

す。これは初級向けですので、もう少し上級向けのということで、碧南

市と合同で碧南高浜手話通訳者の養成研修事業を、毎年開催をしている

ところでございます。このように手話通訳者の養成に向けて事業として

行っているところです。 

あと、研修を終了した後、市内に３団体ほどボランティア団体がござ

いますので、そういうところでまた活動を継続していくと。そのような

ことになっております。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第11号の質疑を打ち切り

ます。 

 

 

（５）議案第12号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理に
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関する条例の全部改正について 

委員長 質疑を行います。 

問（13） 図書館機能が本館とサービスポイントが３か所になるという

ことで、職員もこれまでよりも必要になってくると思いますけれども、

何人ぐらいを考えて見えるのでしょうか。また、司書はそれぞれの場所

に配置される予定があるのか教えてください。 

あと、いきいき広場に行った場合に駐車場代がかかりますけれども、

駐車券などのサービスは考えて見えるのでしょうか。教えてください。 

答（文化スポーツ） 今回の機能移転に伴い職員は何人ぐらい必要かと

いうところで、これは指定管理者の募集をしていく中で定めてまいりま

す。指定管理者の募集要項、例えば現在の指定管理者の募集の中では、

具体的な人数というのは定めているわけではなくて、業務に支障がない

人員体制を整備することというような条件を示させていただいて、事業

者から提案を受ける形をとっております。 

それから司書についても、現段階で何人ということは申し上げられま

せんが、これも提案によるもので、当然、司書資格を有する者、何人以

上といったような規定を設けて、募集に努めてまいるという考えでおり

ます。 

それから、いきいき広場の駐車券ということですけれども、施設の利

用者ということで、無料の券をお渡しするという考えでおります。 

委員長 ほかに。 

問（10） 第５条では陶芸創作室を図書館に転用することにより、陶芸

創作室というのが削除されていると思います。それで、陶芸創作機能に

ついて、今後どのように考えているのか、お聞きしたいと思います。 

あと、第２条第２項のサービスポイントということで、言い方になっ

てますが、このいきいき広場図書・情報サービスという名称についてで

すね、もう少し市民が呼びやすいような、何か愛称を募集してるかどう

か、その辺があればお願いいたします。 

答（文化スポーツ） 陶芸創作室を図書館に転用するということでござ

いますけれども、だからといって、焼き物づくりの体験機会、そういう
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ものが全くなくなるということではなく、例えば、公園ですとかスタジ

オなどを使って、粘土や焼き物づくりに親しむ機会というのは、引き続

き設けてまいりたいと考えております。 

あと、例えば、鬼滅の刃のときでも、地域業界の方にいろいろ御活躍

いただきましたけれども、そういった地域資源の活用といったことも考

えてまいります。 

それから、サービスポイント、いきいき広場図書・情報スペースとい

う名称でございますけれども、こちらは、条例上の規定でございますの

で、市民の皆さんが親しみを持っていただけますよう、愛称を募集して

まいりたいと考えております。 

問（10） 今の答弁のほうで、地域資源の活用も考えているということ

なんですけど、この議案の参考資料のほうに瓦づくりの体験等というこ

とがうたってあります。この瓦づくりの体験等というのは、どういうよ

うなことか。また、これに代わるようなものということで、鬼瓦の製造

とか鬼師の協力で工場や何かを利用されるのか。また、一般的な陶芸づ

くりについては、どのような考えをお持ちかということをお願いします。  

答（文化スポーツ） 今、委員がおっしゃってくださいましたように、

例えば、鬼師の方と協力して、そういう体験の機会を設けていくという

ようなことを想定しております。また、一般の陶芸というところにつき

ましても、例えばそういう専門の方と協力しながら、機会を設けてまい

りたいと考えております。 

問（15） 統合するということですが、かわら美術館と図書館が統合す

ると。さきの説明では、いきいき広場とかわら美術館で約１万7,000冊、

8000冊というお話がありましたが、この陶芸創作室をなくして、図書を

入れるとなると、何冊ぐらいになるのかお示しください。 

それから、図書館は当初、堤防の外であるから、高潮や津波に耐えら

れないという話がありましたが、最近では老朽化が問題になってます。

老朽化が問題であるならば、そこに、本にしろ、何にしろ、保存してお

いて、ますます本が傷むんじゃないかという心配もするんですが。また、

本に、ちょっと見た目には見えないような虫も巣くっていると聞きます
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から、そういう中で鍵をかってしまうと、空気も動かないような状況に

なるわけですから、その場合にどうするのか。一番もとは、そういう水

の面でも大丈夫なところに場所を変えることが必要になってるんじゃな

いかと思うんですが、その点でお示しください。 

答（文化スポーツ） 今、質問の中で、１万8,000冊というお話がありま

したというところで、ちょっと先ほどそういった数字のほうは出してお

りませんけれども。 

図書が何冊になるのかというところでございますが、今後、レイアウ

トのほうを検討してまいりますので、今何冊ということは申し上げられ

ませんが、一つの目安というのが、令和元年度から２年度にかけて行い

ました、機能移転調査のところで、一つの目安というのを示してござい

ます。 

それから、図書館の場所というとこで、堤外地にあるということで津

波のことを御指摘いただきましたけれども、津波というよりは液状化の

問題があるというようなところでお答えをしてきていたかと思います。 

本を置いておくと傷むのではないかということでございますが、これ

はどの場所に置いておいても同じようなことが言えるかと思います。 

それから、図書館の中で本に虫があるんじゃないかというような御指

摘ありましたが、今のところそういったような話は聞いておりません。 

委員長 ほかに。 

問（16） ちょっと今の答弁びっくりしちゃったんですけど、結局何冊

かっていうのは、業務委託報告で出てるけど、それ以上は今後決めると

いうことになるかという確認と。 

あと現在、高浜市立図書館の絵本の森として利用されている、ここの

面積をお答えいただきたいのと。今後、絵本を配架するいきいき広場こ

ども発達Ｂのこの面積、お答えいただきたいと思います。 

それから今年１月16日開催の図書館フォーラムでは、子供の強みを強

化するといったような市側の発言がございました。どのように強化する

のかということが、イメージ湧きませんので、具体的にまず教えてくだ

さい。まずそこまでお願いします。 



14 

 

答（文化スポーツ） 図書は何冊になるのかというところは、その並べ

方とかによっても変わってまいります。背表紙をずらっと並べる並べ方

もあれば、本の表紙を見せて並べるという並べ方もございます。そうい

うところもありますので、今何冊ということは申し上げられないという

趣旨でございます。 

それから、ちょっと絵本の森の面積が今すぐ出てまいりませんが、こ

ども発達Ｂの面積につきましては、175平米でございます。 

それから、子供へのアプローチ、その強みをどう強化するかという点

ですけれども、例えば、いきいき広場であれば、子供向けの健診などが

行われています。そういった待合の時間を利用して親子の方たちにアプ

ローチをするですとか、あとは小中学生のお子さんたちがよく勉強にい

らっしゃっています。そういった学びの部分をサポートするといったよ

うな点があるかと考えております。 

問（16） 今回の上程されている条例の第２条第３項。ここの美術館・

図書館の附属施設として、美術館資料等及び図書館等の収蔵庫を置くっ

てなってるんですけど。この収蔵庫というのが、今の図書館のことを言

っているのか。その辺りを、お示しいただきたいなと思います。あわせ

て、現在の図書館はこれ18条でいくと廃止条例が出てるんですけど、廃

止になるということは、今後、行政財産になるのか普通財産になるのか、

そちらも教えてください。 

答（文化スポーツ） まず、条例２条３項の収蔵庫でございますけれど

も、これ議案参考資料のほうでもお示しさせていただいてますが、現在

の図書館、郷土資料館の建物を指しております。 

それから、図書館、郷土資料館の設置及び管理に関する現行の条例を

廃止するということで、いわゆる市民利用に供する施設ではございませ

んが、今回、本や郷土資料の置き場所として、この２条３項にあります

ような収蔵庫を置くというところで、行政財産として使用してまいりま

す。 

問（16） ということは、今の図書館は倉庫として利用するよっていう

ことになるかと思うんですけど。そうなると、これ現在、来年度の予算
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書見ると、図書館の賃借料が53万1,000円上がってるんですね。これが全

部の契約なのか一部なのか、この辺りもよくわからないので教えていた

だきたいのと。そうなると、図書館の駐車場っていうのは要らなくなる

ので、その辺りの賃貸契約を解除しないかなという部分を教えていただ

きたいのと。 

あと、図書館の開設にあたりまして、国・県からの補助金ももらって

きたかと思いますので、もうもらっているんであれば、いつ、幾らもら

っているのか。また今回のこの廃止に伴って補助金の返還が必要ないの

か教えてください。 

答（文化スポーツ） 図書館の借地の件ですけれども、今の建物のとこ

ろの借地ということでございます。 

駐車場のところにつきましては、今後どうしていくかというところを

地主の方と協議していくということになろうかと思います。 

それから建設の補助金に関しましては、これ、８番議員の一般質問の

中でお答えしたとおりでございますけれども、今回の図書館の収蔵庫に

転用することに伴っての補助金返還はございません。 

問（16） これ条例読むと、読めば読むほどちょっとわかりづらいんで

すけど、結局、今回の改正によって、このやきものの里かわら美術館そ

れから、図書館。これを以下、美術館・図書館っていうふうに略されて、

ずっとこの後、条文が続いてるんですけど、美術館・図書館を本館及び

サービスポイントにより構成するってことが第２条に書かれてるんです

ね。ということは、美術館・図書館っていう名前のものが、点在してる

本館とかサービスポイントを全部集めて、美術館・図書館になるってい

うふうに、これちょっと国語的に考えるとそうなるのかなと思うんです

けど、そうなると例えば、この吉浜図書室、吉浜公民館図書室は、吉浜

公民館図書室っていう名前でありながら、サービスポイントの一つであ

り、それから美術館・図書館の一つである。これ非常にわかりづらい条

例の設定の仕方だなっていうのと。そうなると、結局、吉浜公民館の図

書室は美術館・図書館になるんですよねっていうふうになるんですよね。

これ考えていくと。非常にこれわかりづらいと思うんですけど、その辺
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り、どうやって市民に説明していくのかちょっと教えていただきたいな

と思うんですけど。 

答（文化スポーツ） サービスポイントといいますのは、この美術館図

書館事業の中でも、図書との貸出しその他の業務を行う拠点という位置

づけでございます。実際に市民の方が呼ばれる名称でいきますと、おそ

らく吉浜公民館の図書室という呼び方をされるのかなと思っております。

施設の位置づけ、それからそれぞれの場所の持っている役割、そういう

ことを規定するために、このような表現にしておりますけれども、呼び

名については、慣れ親しんだ呼び名で呼んでいただくことになろうかと

いうふうに考えております。 

問（16） 本当にこれわかりづらくて、吉浜公民館図書室なのに、美術

館・図書館なんですよね。図書室だけど美術館・図書館。これ非常にい

まだにちょっと今の説明聞いても、わかりづらいなということと。現在

の、この吉浜公民館の図書室っていうのは、これ公民館の設管条例にも、

それから図書館の設管条例にも載ってないんですけど、今は、どういっ

た位置づけになってるのか教えてください。 

答（文化スポーツ） 公民館図書室という位置づけでおります。 

問（16） 公民館図書室なんですけど、これ、今まで設管条例がなくっ

て、公民館の設管条例にも入ってないんですけど、何で運用してきたか

がよくわからないんですけど、教えてください。 

 

 「質疑じゃなくなってきてますよ」と発声するものあり。 

 

答（文化スポーツ） 社会教育法の中で公民館の事業というものが定め

られております。その中で、図書等を備え、その利用を図ることという

規定がございますので、その一環として運営をしてまいりました。 

問（16） 先ほど、補助金の返還は必要ないですよという御答弁があっ

たんですけど、必要ないとなった根拠について教えてください。 

それから、今回これ図書館法の図書館と、博物館法による美術館を同

時に運営していく形になるのかなと思うんですけど、この条例っていう
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のは。館っていうのは、一つの館を意味するのかなと思うんですけど、

今後、美術館に図書館入った場合、博物館法に基づく美術館と図書館法

に基づく図書館の位置づけっていうのがわかりづらいので、そこをちょ

っと教えていただきたいなと思います。 

答（文化スポーツ） 補助金の返還につきましては、今、一般的には10

年以上経過しているものについては、届出をすればいいというような規

定になっております。 

それから、図書館法、博物館法に基づく施設ということで、この一つ

の施設の中で両方の役割を担っていくということでございますけれども、

このように複数の法律に基づいて運営するという施設の事例は多数ござ

います。 

問（16） 複数の法律に基づいて運用してくんですけど、そうなった場

合に、この間のちょっと御質問の答弁だと両方運営できるところにやっ

ていただくのか、それとも１個だけだと、またそこから委託になっちゃ

うと思うんですけど、そうなった場合に費用がかかり過ぎちゃうんじゃ

ないのかなっていうところも危惧されるんですね。 

委員長 16番、倉田委員。少し質問の仕方、質疑の仕方変えてください。  

意（16） これ、きちんと。 

委員長 予算にかかってきますので。 

意（16） だから予算にかかるから、それが、この条例改正による機能

移転が・・・。 

委員長 質疑の仕方を変えて、質疑を行ってください。 

問（16） 機能移転が本当にいいかどうかきちんと審議したいと思いま

す。 

そうなった場合に、どういうふうに入札していくのかなっていうのが

すごく不思議で、そういう両方ともやれるような業者がこのあたりにあ

るのかどうか。そのあたりも含めて・・・。 

委員長 16番、倉田委員。条例の改正後の話になってきますので。今は、

この条例についての質疑を行ってください。 

意（16） だから、この条例が改定されれば、これが運用されるわけな
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んで、運用されたときに大丈夫かどうかは、我々議員が考えなきゃいけ

ないことですので、きちんとお答えいただきたいと思います。 

委員長 答えられる範囲で。 

答（文化スポーツ） 総括質疑のところでも御答弁申し上げましたけれ

ども、今後の募集に関わってくるということで、一社で運営するような

場合もあれば、グループを組んで共同事業体というような運営もあろう

かと思います。 

問（16） 現在のこの18条に図書館の郷土資料館について、廃止条例が

出てるんですけど、郷土資料館は今後どのように管理をされているのか

ということをお示しいただきたいのと。以前、美術館に郷土資料を持っ

てきて、展示することも考えてますといった御答弁があったんですけど、

そうなった場合、その美術館に持ってきて、展示をして、やるよってい

うのは、指定管理者がやるのか、それとも市が行うのか。 

結局、郷土資料館が行政財産で、郷土資料館もこの収蔵庫に入ってい

るのかによって変わってくると思うんですけど、その辺り教えてくださ

い。 

答（文化スポーツ） 郷土資料をどのように管理していくかという点に

つきましては、過日の８番議員に対する一般質問のとこでお答えをした

とおりでございます。 

郷土資料の展示につきましても、今御質問にありました、仮に美術館

のほうで展示するということであれば、それは指定管理の業務の範囲と

いうことになろうかと思います。収蔵庫も含めて、これを一体的に管理

するということで御理解いただければと思います。 

問（16） 今の御説明でいくと、結局、郷土資料館も指定管理者に管理

していただくよということになるかと思うんですけど、ちょっとこれも

一般質問でもちょっと御答弁いただいてるんですけど、詳しくお聞きし

たいので、もう一度聞きたいんですけど。郷土資料館に郷土資料を寄附

してくださったの方の中には、展示することを条件として寄附をするよ

っていう方がいるということはお聞きしてるんですけど、そのような方

に何か説明とか、何かお伝えしたりとか、何かする予定はあるのかなっ



19 

 

ていうことと。 

あと先ほど、本の方、虫やカビの話があったんですけど、郷土資料、

これ本当に唯一無二っていうことで、高浜市にしかないものっていうも

のがありますので、これ大変貴重なものなんですけど、一方で古いもの

に目に見えない虫とかカビがついている可能性もあるんですけど、そう

いった郷土資料を美術館に持ち込むということは問題ないという御理解

でよかったのか、教えてください。 

答（文化スポーツ） 郷土資料の関係でございますけれども、私ども今

承知してるのは、資料を寄附される方の大半は展示してほしいというよ

りも、貴重なものかどうか、古い資料が見つかったけどわからないので、

見てほしいと。必要ならどうですかというケースが大半ということで、

先日お答えしたとおりでございます。 

それから、資料の虫やカビといった点でございますけれども、現状の

管理の中で特にそういった問題というところは聞いておりませんけれど

も、例えば、美術館であれば現在もそうですけれども、展示室や収蔵庫、

そういったところの燻蒸というのは定期的に行っております。そういっ

た対応で管理をしてまいりたいと考えております。 

問（16） １月16日のフォーラムでは、現図書館の老朽化が著しい。ま

た大規模改修や更新に多額の費用がかかるといった御説明がありました。

現図書館は、市民の利用には供しないが、当面、倉庫として残すといっ

た御答弁がありました。この当面というのは、いつまでなのかというこ

とをお示しいただきたいと思います。なぜかというと、これ示していた

だかないと、雨漏り等で倉庫が倉庫としても使えなくなるときがやがて

来るんですよね。今の高取農業センターですかね、あそこも結局、今天

井とか落ちちゃって使えないよっていうことで、あそこは市民が集会と

かで使うだけなので、中は特に何も入っていないということですので、

使えなくなったら市民がそこを利用できなくなるだけのことなんですけ

ど、今回の図書館っていうのは、蔵書も入ってりおりますので。 

委員長 16番、倉田委員。質疑が長引いてますので、うまくまとめて質

問をお願いします。 



20 

 

問（16） この蔵書をどうするのかっていうところについても、あわせ

てお伝えください。 

答（文化スポーツ） 今の建物ですけれども、蔵書を管理していくとい

う面であれば、特に大きな支障はないというところで、収蔵庫として使

ってまいるというところでございます。 

当面がいつまでかというところ、寿命がいつまでというところは現段

階では申し上げられません。 

問（16） 先ほど御答弁もありましたけど、現図書館といきいき広場。

特にいきいき広場ですね。この施設で勉強に励む学生の姿が多く見られ

るんですけど、本当に平日の夕方ですよね。１階とか２階のロビーに高

校生が多く集まってるなっていうところで、多いとき私ちょっと１回数

えたことあるんですけど、30名近くいらっしゃるときもあるんですね。

移転後、こうした学生の方が集まったり、学習する席は何席考えられて

いるのかっていうことと、それから先ほども駐車場問題がございました

けども…。 

委員長 16番、倉田委員。重複してる質疑あるので、そこら辺しっかり

前の議事録、発言をしっかり確認して。 

意（16） すいません。違う視点で質問するので、最後までお聞きいた

だけないでしょうか。 

委員長 しっかりまとめて明確にお願いします。 

 

 「人数何人ですかって、 12月議会で聞いてた…」と発声するものあり。 

 

委員長 静粛にお願いします。 

 16番、どうぞ。 

問（16） 学生が集まったり学習する席が何席かということと、駐車場

につきましては、本当に停めるときが、いきいき広場、特に行事がある

と停めれないといったようなお声をいただいてるんですけど、そうした

ときの対応とか、現在、何％ぐらい通常使われていて、どれぐらいの方

が図書館として使えるのか。その辺り多分検討されてると思いますので、
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そこの御報告をお願いいたしたいと思います。 

答（文化スポーツ） 学習スペースの考え方につきましては、昨年12月

の一般質問でお答えしたとおりでございます。 

それから駐車場につきましては、所管のほうが別の部署になりますの

で、そこで確認した状況では、今年度でも数日程度というところで、令

和２年度に関しては満車になった実績はないと聞いております。 

問（16） 満車になった実績はなくても、それに図書館の利用の方が利

用した場合、そういう場合を想定されて計画というか検討されなかった

のかなという思いがありますので、そこのところを追加で御答弁いただ

きたいなと思います。 

それから、今回の主要新規事業等の概要を見ますと、これでですね、

図書館機能を移転するために必要な整備を行うということで、照明ＬＥ

Ｄ化工事と床カーペット張替え・・・。 

委員長 16番、倉田委員。主要新規の概要については、予算の関係にな

りますので、この場では控えていただきますようお願いします。 

意（16） ちょっと確認を一部したいんですけど、結局、今、書架等は

先ほどの御答弁でいくと、どういうレイアウトにするかとか、そういう

ことは今後考えていくので、結局、今の時点でもここに係ってくる予算

計上は全部されていないという、そこの確認お願いします。 

委員長 16番委員、ごめんなさい。予算の関係は、この場ではちょっと

控えていただけますか。条例の全部改正になるので、それに関連したこ

とでお願いいたします。 

意（16） これ、全部改正するためには、いろんなこと関わってきて、

全部を総合的に我々はいいかどうか考えなきゃいけないんで。 

 

 「だから、一般質問があるんでしょ」と発声するものあり。 

 

委員長 16番委員。そこは予算委員会でやっておりますので、この場で

は控えてくださいますよう、お願いいたします。 

問（16） 予算委員会以上のものはないっていうことで、今よろしかっ
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たですかね。そこだけ確認したいと思います。 

答（こども未来部） いきいき広場の駐車場の件で補足してお答えさせ

ていただきます。今年度は３回ほど満車のときがありました。時間にい

たしますと、１時半から30分間程度とか、10時半から11時半までの１時

間程度というところでございます。 

行政も市民の皆様も、このウィズコロナの今、現時点でおきましては、

いろんなところで調整を図って、密にならないように来庁されている。

行政もそのように調整を図っているというような状況です。 

アフターコロナになりまして、満車になるような状況、これが見受け

られるということになりましたら、近いところで駐車場のほうを検討し

ていく、探していくということも考えていきたいと思ってます。 

答（地域福祉） 今まで駐車場に関しても、いっぱいになる場合は、近

くにあります臨時駐車場も設けておりまして、そちらのほうを利用させ

ていただいてますので、対応できるかと思います。 

問（16） 今、予算のことを聞くなと言われたのですが、今までの結局

書架等は今後、指定管理者と一緒にレイアウトを決めて予算計上のほう

をしていく。そこだけちょっと確認したいんですけど、それでよろしい

ですか。 

委員長 16番議員。 

意（16）ここ、すごく重要なので、確認させてください。 

委員長 重要ということはわかりますけど、その場その場、所管で審議

するとこがありますので、この場では、違う仕方で質疑をお願いいたし

ます。 

意（16） これ、条例に非常に関わることですので、これ答えていただ

かないと。これ、じゃあ予算委員会以上のものは、今のところは出てな

いですよね。そこの確認だけお願いします。 

委員長 答えられる範囲で。 

答（文化スポーツ） 今の御質問の点については、総括質疑でお答えし

たとおりでございます。 

問（16） そうなりますと、地方自治法の222条に予算を伴う条例、規則
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等についての制限という条文がございます。これは、普通地方公共団体

の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件が新たに予算を伴うこと

となるものであるときは、必要な予算上の措置が的確に講ぜられる見込

みが得られるまでの間はこれを議会に提出してはならないとあります。 

これ、今回のこの議案は、私の判断では地方自治法に違法、違反する

議案になってると思うんですが、市長、その辺り、ちょっと見解示して

ください。 

委員長 16番委員に申し上げます。質疑が議題の範疇を超えております

ので、質問を変えてください。 

問（16） だから、この議案上程自体が正しいかどうかを聞いてるんで

すからお答えください。これは。 

委員長 答えられる範囲で。 

答（こども未来部） 先ほど、総括質疑でお答えさせていただいたとい

うところを、繰り返しお話しさせていただきます。 

本棚等の備品購入や移転費用については、補正予算を考えているとい

うふうに答弁したかというふうに記憶しております。議案説明会資料を

こちら付けさせていただきました。利用居室のイメージの一例として載

せさせていただいております。これにつきましては、どのような図書館

にしていくか、具体的なレイアウト案については、読書アドバイザーな

どの図書活動のゆかりの深い市民や両施設の機能にゆかりの深い関係者

の方を交えて、ワークショップを行いながら、どのようにしたらいいか

というのを考えていきたいと考えておりまして、備品購入や移転費用に

つきましては補正予算を考えたところでございます。 

意（９） 先ほどの16番委員の議案の上程自体がって質問がありました

けども、これ自体は議案説明会、それから議運等で諮っておりますので、

その場で、まず消える話でございますので、取り上げる必要ないという

ふうに考えますので、お願いいたします。 

委員長 ほかに。 

問（16） いや、これすごく大きな問題で、地方自治法に違法な行為を

今から行うということをいいんですかって。そこは御理解されてるのか
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っていうことをお聞きしたいですけど。それも答えさせないってことで

すか。 

 

「ここで聞く話じゃないでしょう」と発声するものあり。 

 

意（16） ここで聞く話です。私は・・・。 

委員長 静粛にお願いします。 

意（16） 私は、ここで聞く話だと思ってますのでお願いします。 

委員長 ほかに。 

意（15） 今までの、３月議会の、これまでの本会議の中で聞くことが

できたでしょうという意見がありましたが、ここにきて、その点に気が

ついたということであれば、やはり今、質疑しないと・・・。 

委員長 15番委員。質疑をお願いいたします。 

意（15） だから、今の質疑をぜひ取上げてほしいと思います。 

委員長 15番委員。今のは質疑じゃないので、この後、自由討議ありま

すので、そちらのほうでお願いしたいと思います。 

委員長 ほかに。 

 

質 疑 な し 

 

委員長 ほかに質疑もないようですので、議案第12号の質疑を打ち切り

ます。 

以上で、本委員会に付託された案件の質疑は終了いたしました。 

委員におかれましては、引き続き、議案第 12号に係る自由討議を実施

いたしますので、そのままお待ちください。 

当局のおかれましては、退席していただいて結構です。ただし、自由

討議中に当局への質問が出た場合には、担当の部長、グループリーダー

等をお呼び出しいたしますので、控室でお待ちいただきますようお願い

いたします。なお、自由討議終了後は、各部長にご連絡いたします。 

一般の方の傍聴は御自由ですので、よろしくお願いいたします。 
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 暫時休憩いたします。再開は11時10分。 

 

 休憩 午前10時58分 

 再開 午前11時10分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

 

《自由討議》 

（１）議案第 12号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理に

関する条例の全部改正について 

委員長 ただいまより、自由討議を実施します。 

なお、実施に当たり、次の事項が申し合わせされておりますので、御

了承をお願いいたします。 

まず、委員の方の発言は、挙手をもって委員長の指名により発言をお

願いします。次に、委員長の発言も可とし、副委員長との交代なしで発

言させていただきます。次に、自由討議の終了時間は、委員長の判断で

決定しますが、最大30分を目安とします。 

確認事項としまして、その発言は委員会記録の中に記載されることに

なりますので、御承知願います。以上であります。 

それでは、まず自由討議の提案者であります、内藤とし子委員に自由

討議すべき課題、論点について、ご説明、ご意見をお願いいたします。 

意（15） この議案については、やきものの里のかわら美術館と、それ

から、図書館を統合するという、設管条例なんですが、私は、統合する

という案に納得出来ませんので、反対をしたいんですが。まず、今の説

明ですと、これから、この前の説明では、１万7,800でしたが、陶芸教室

をなくして、何冊にするのかという話もわからないというお話でした。 

だから、ずっと言ってきてるのが、たくさん、多くの人の意見を、聞

いてきたのかというお話なんですが、その点でも、不十分だということ

は、わかってます。 
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それから、日本図書館協会の任務と目標という冊子があるんですが、

施設のところで、公立図書館は、施設面では単独施設であることが望ま

しいとなってます。全ての住民に図書館利用の権利を保障することは、

民主主義の国にあっては必須条件であると、いうことも書かれてますん

で、やっぱり、これまであまり本が好きでなかったような方でも、好き

になるような、図書館の在り方や運営の方法が必要だと思ってますので、

ぜひそういう点で、今日は質疑をしていただきたい。 

それから、先ほど出ました、地方自治法の問題も大きな問題ですので、

この点も、ぜひ、質疑をしていただきたいと思って申入れました。 

以上です。 

委員長 ただいま、内藤委員より発言がありましたが、それでは、議案

第12号について、何か御発言ある方、お願いいたします。 

意（16） 先ほどの話ですと、本当にさっき、内藤とし子委員が言われ

たように、具体的にどんな図書館になるのかっていうのが、全くわから

ない。そんな中で、どうやって運営していくのかも、よくわからない。 

指定管理がやるといっても、ある程度、市がこういうふうにやってき

ますよという方針を決めなきゃいけないと思うんですけど、そういった

ものを全く示されない中で、この設管条例を決めていくっていうのは、

余りにも、ちょっと、議員として無責任な状況になりかねないと、私は

思ってます。 

それから、先ほどの私が発言した地方自治法ですが、これ、本当に違

反してるっていうことになれば、本当に大きな問題ですし、関係ないと

かって言われますけど、この条例自身が、違法なのか、違法でないのか

っていうところですので、これ、関係ないどころの話じゃないと思うん

ですよね。 

私は、これの逐条解説を読みましたが、どう考えても、地方自治法に

違反していると思われますので、ほかの解釈がある方がいれば、それは

それで、お聞きしたいと思います。 

委員長 ほかに。 

意（16） 委員長、いいですか。 
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委員長 16番、倉田利奈委員。 

意（16） すいません。ほかの方から御意見がないので、先ほどのです

ね、222条の逐条解説によりますと、必要な予算上の措置が適切に講ぜら

れることになるまでの間、規則その他の規程の制定、または、改正をし

てはならないという条文なんですね。 

これにつきましては、逐条解説に、この予算上の措置は、同一会期中

でなくてはならないということは、この３月議会中に全ての予算が、こ

うこう、こういう図書館になります、こういう経費が要りますというこ

とで、計上されないといけないっていう理解だと思います。 

これがですね、適切に講ずるとは、当該条例等の成立によって、必要

となる経費について、必要にして十分な予算措置をいい、一部では適格

とは言えないということにもなってるんですね。 

この逐条解説を読めば、読むほど、今のこの予算、条例...。 

いいですか、委員長。続けていいですか。 

委員長 いいですよ。 

意（16） 条例を上程すること。この上程、この条例全てが違法になっ

てしまう。これを我々が許していいんですかっていうところなんですよ。

このまま審議続けていいですかって、これを賛成していいんですかって

いうとこなんですけど。 

委員長 16番、倉田委員。条例違反でないっていうことを確認するため

に、当局を呼びますか。答えてもらいますか。 

意（16） そうですね。是非答えてください。 

意（11） この条例自体の施行は、令和５年４月１日からということに

なっていて、私自身は、この条例、例えば、この定例会で通った後、指

定管理者の選定等、１年間という期間を経た中で、施行されていくとい

うふうな理解をさせていただいております。 

地方自治法222条に関しては、これは明らかにその、例えば、公布の日

にそれが施行されるということであれば、それは、確かに問題になるの

かもしれませんけれども、現実的には、準備期間が必要なところである

ということを理解しながら、進めていくべきではないかなというふうに
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思ってます。 

それから、具体的な方針が、全く示されないというようなことを言わ

れておりますけれども、市民説明会やワークショップですかね、ああい

ったものも含めて、本当に、令和、平成20、何年でしたかね、平成 30年

ぐらいからですか、何度も説明会やフォーラム等、いろいろとやられて

きてる中で、ようやくここまでの形で、その方針が見えてきたんだとい

うところは、十分にこの中で、伝わってくるものだと思いますし、説明

会の資料等見ても、しっかりと、高浜にしかない美術館・図書館という

名のところの姿というものが、あらわされてるんではないかなあという

ことだと思います。 

それと、指定管理っていうのは、やっぱり管理者ですので、しっかり

と指定管理者が決まった中で、どのような運営がされていく、どのよう

な姿、形になっていくっていうところを、やっぱり、その指定管理者な

らではの部分も、当然、出して行きたいでしょうし、出していただきた

いという思いで、指定管理を決めていくのではないかというふうに思い

ますから、そこのところが全く見えないっていうんであれば、反対に自

分の能力のなさだと言ってもおかしくないのかなという気はいたします。

取りあえず、ここまで。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

じゃ、こども未来部長。今、条例が地方自治法違反でないという説明

をお願いいたします。 

説（こども未来部）  私どもといたしましては、今回、設置管理条例で

すね、こちらの全部改正ということで、上程させていただきました。 

この全部改正の条例の中で、考えうるものについて、予算化をしてお

ると。今後、見えてない部分につきましては、設管条例上での中では、

ここを規定しておるものでもないものですから、そこは、今後の補正予

算等で対応していくという考えのもとで、進めてきたというとこでござ

います。 

意（16） 今の北川委員の発言なんですけど、これは施行されるまで、

もう施行されるまでなんて当たり前ですよね。予算なんて、決まってく
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るのは。 

そうではなくって、当該予算が、議案、議案がですよ、主語議案です

ね。当該議案が予算を伴うものであるときは、必要な予算上の措置が、

的確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、提案してはならない。

提案してはならないんですね。この222条の最後も、議会に提出してはな

らないってなってるんですね。 

なので、私は、これはちょっと北川議員の解釈とは、私は違うと思っ

てますし、それから、今、部長が言った、設管条例上、規定していない

って言ったんですけど、設管条例を予算が全部決まってないのに、上げ

ることが問題ですよって、私は言ってるのであって、設管条例上は、そ

んな予算が幾らですとかいうのは、規定はないのは当たり前であると思

います。 

なので、特に今回ですね、一部は予算上がってますけど、この一部で

は的確とは言えませんし、この一部っていうのもですね、どれぐらいな

のか、全くわかりません。 

それから、先ほど指定管理者が決めていくものというような、北川委

員の発言もございましたけど、ある程度は、市が提案していかなければ、

じゃあ、後から、この予算要ります、この金額要ります、これやります、

あれやります、そういうことにならないように、やはり、きちんと予算

をまず上げるべきだし、それでなければ、市民に説明もつかないと思い

ます。 

委員長 はい、ありがとうございました。倉田委員の意見というか、あ

れはわかりました。 

意（11） この地方自治法の222条の解釈なんですけど、的確な予算が決

まってないものを、上程してはならないという文言は、何を意味するか

っていうと、例えば、今から1,000億円で市役所をつくりますみたいな議

案が、出せないためにあるんですよ。改装費用だとか、そういったもの

は、既にいろいろなところで、上がってるじゃないですか。 

だから、的確な予算が決まってないっていうことではなくって、高浜

市が、今後、美術館や図書館を、このような形で運営していくための予
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算というのは、もう見込みがあるという判断の中で、上程してるんです

よ。とんでもないものを、議会に上程しないための自治法なんですよ。

単なる解釈です。解釈の仕方が違ってると思いますよ。 

意（16） 私はですね、これ、逐条解説を読みますとですね。普通地方

公共団体の長が、条例案その他の案件を議会に提出する場合の自己規制

に関する規定って書かれてるんですよね。 

ということは、今回、この条例が上がってきて、その条例に伴って予

算が必要ですっていうことであれば、まさしく、この条例に当てはめな

いと、当てはまると私は思ってます。 

委員長 それを倉田委員は、皆さんにわかってほしいということですか。  

意（16） 私の意見です。 

委員長 ほかに。ほかの委員、何かあれば。 

意（11） 私は条例に対して、この条例制定に対しては、賛成でありま

す。 

理由は幾つかありますけども、先ほども言いましたけども、ある程度

の期間をかけて、市民に対する説明、あるいは、様々なインフォメーシ

ョン、特に広報では、コロナ禍ということであり、本来は市民を集めて、

いろんな説明会をやりたかったのではないかと思いますけども、連載で

図書館の今後の考え方、そういったものをしっかりとインフォメーショ

ンしてきているということが一つあります。 

それから、もう一点は、近隣市。この近所はですね、やっぱり隣町ま

でが非常に近い距離で、立派な図書館が隣市にもたくさんあります。  

そんな中で、競っていいものをつくるっていうことよりも、高浜らしさ

をどのように生かしていくか、そういったところをしっかりと議論をし

て、ある程度の方針ができ上がったんではないかなあというところを評

価しています。 

もう一点は、公共施設の老朽化問題により、今後、お金のかけられる

施設っていうのは限られてきます。そんな中で、あるものを有効に使っ

ていく、それを今回示した大きなプランだというふうに思ってます。 

以上のようなことを総合的に見て、いち早くこの条例をですね、改正、
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全部改正することによって、新たな一歩が踏み出せるように、我々議会

も、しっかりとその後押しをして、そして、議決をするんであれば、そ

の議決をした責任を、そこでしっかりととっていく。その決意は、必要

ではないかなというふうに思いますので、できるだけ多くの方々の御賛

同をいただければというのが、私のこの自由討議での主張であります。

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

15番の内藤委員は、いいですか。他の委員に理解してほしいこととか、

わかっていただきたいなっていうのは。 

意（15） 皆さんの意見で。 

委員長 いいんですか。はい、16番、倉田利奈委員。 

意（16） 今ですね、北川委員のほうが、あるものを有効に使うという

お話がありました。私もこれには、こういう考えには賛成です。 

ただですね、今の図書館を機能移転するのに、どれぐらいお金がかか

るのかっていうのが、今は、全く、全体の予算これぐらいかかりますよ

っていうのが、わかんないんですよね。それなのに議決するのは、ちょ

っと、余りに私は無責任かなと思うところと、あるものを有効に使うの

であれば、今の図書館は、そのまま使えばいいと私は思うんですね。 

使った上で、例えば、いきいき広場とか、かわら美術館に図書コーナ

ーを置いて、そこで図書に触れ合う機会をつくる、そうした考えでもい

いんじゃないのかなと思うんですね。結局、あるものを有効に使ってく

っていうことで、先ほど、ちょっと、しっかり聞けなかったんですけど、

今の図書館を、全然、手を入れていかなければ、農業センターみたいに

なってしまうわけなので、それなりに手を入れてく、それなりに修繕を

していかなければいけない。その中で、修繕しなかったら、図書の、今

の蔵書をどうするんですかっていう話だし、また、それを動かすまで、

また、それはそれで費用がかかる話になりますので。 

私はですね、是非とも、今の図書館をそのまま使って、その中で、か

わら美術館とかいきいき広場とかに、そういうお子さんとかですね、そ

ういう活動に関連する本を図書コーナーのような形で置いて、運営して
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いく。そういう形が、一番市民にとってはいいんではないかと考えてお

ります。 

意（１）  私も本条例の全部改正につきましては、賛成の立場で、話の

ほうをさせていただきます。 

まずですね、財政効果とか、そういった議論も非常に大切な部分であ

りますが、見えない部分、特にですね、この条例については、人に通し

ていく、人にフォーカスした条例ではないかと考えます。 

またですね、人にフォーカスするという理由なんですが、新しい図書

館の形っていうのは、様々なとこで提言されてると思います。 

特にですね、一番、課題解決型の図書館という提案がよくされており

ます。やっぱり、地域に抱える問題や、いろんな生活や暮らしの中で関

わるもの、図書を通じて解決していこうということで、今回のイメージ、

目指すべき姿っていうところが、これがはっきり明確化されていると思

います。 

特に暮らしや生き方を支える図書館として、それぞれの機能、かわら

美術館や、いきいき広場が持つ機能を融合したということでですね、そ

れぞれの良さが出てくると思います。 

特にですね、高浜市が大事にしている部分も、しっかりと踏襲されて

ると思います。子供へのアプローチ、子供図書というのを非常に大切に

されて、これも引き継いでいく強みですね、高浜の。これを生かさない

手はないということ。やっぱり、いろんな方が利用されるということで、

今までの図書館、はっきりと、私も１回か、２回しか行ったことありま

せん。ほかの方は、どこにあるか、図書館、わかっていない方もみえま

すし、行きたいと思われる方が、ほとんどいないと思います。 

と、いったことも含めてですね、既存の施設を利用することも大切、

手を加えながら、大切だと思いますが、やはり一つですね、象徴となる

ような、新たな取組を提言しながら、やっていくべきではないかと。 

それによって普及していく、図書を普及していく大切さを、この条例

から私は読み取ることが出来ますので、賛成といたします。 

委員長 はい、ありがとうございました。他の委員で、何か。 
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意（13） 私もですね、この12号議案に対しては、賛成いたします。 

図書館を利用する人が、１か所ではなくなるということで、不便を感

じる人もいるかもしれません。 

本館とサービスポイントが、３か所になるっていうことで、今まで美

術館しか利用したことがなかった人が、本を借りたり、また、図書館し

か利用をしなかった人が、ミュージアムショップで買物したりと、利用

者数が増えるという相乗効果が期待出来ます。また、今後の図書館も想

像出来ます。 

先ほども、 11番議員が言われたように、指定管理者も、運営のノウハ

ウをわかっている方たちが、応募されて、決まっていくと思います。そ

ういった決まった後で、また市民の方にも、しっかり説明されていくと

思いますので、こちらには賛成いたします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

意（10） 私もこの今回の条例の全部改正については、賛成させていた

だきます。 

今回のですね、図書館の在り方、検討とか、市民との意見交換という

ものがですね、内容的に皆さんへの説明として、フォーラムやなんか以

外でも、広報たかはまの連載でですね、これからの図書館の形と力とい

う部分でですね、令和３年の１月１日から連載開始され、今年の３月１

日まででも、15回にわたって、内容をいろんな面で説明し、市民の皆さ

んにわかっていただけるように、内容も、意見と意見っていうか、今後

のということで示してみえる。 

また、それから、私も、去年の 12月の定例会の一般質問においてはで

すね、今回の移転後の形ということで、目指す姿ということで、ここに

もうたってありますけど、この内容で、今後の、今までの図書館とは違

うようなイメージというんですか、高浜に適したような図書館事業とい

うことで、目指してみえますので、今回の条例の改正については、賛成

させていただきます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

問（16） すいません。最後一点だけ、お聞きしたいんですけど、未来
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部長に。今議会で、この議案を上程した理由を教えてください。 

答（こども未来部）  さきの総括質疑で、お話をさせていただいたかと

記憶しておりますが、令和４年度に指定管理者の指定を行っていくに当

たりまして、本議会において、今後の図書館の姿、美術館・図書館の姿

がどうなるかということを決めていかなければ、それに間に合わないと

いうことが考えられるということで、本議会にて上程させていただいた

ということを説明させていただいた次第です。 

委員長 ほかに。 

意（16） 先ほどですね、北川委員のほうからは、地方自治法に基づく、

私が違法ではないかというお話に対して、御自分の主張をされたかと思

うんですけど、ほかの委員さんは、これについては、どのようにお考え

なのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

意（９） すいません。222条の話ですけども。過去のですね、地方自治

法第222条の１項のことで横浜地裁でも判決が出ております。 

今回の議会見ましても、すいません、 16番議員も、15番議員も、予算

の話もされておりましたが、主要新規での話をされたと思います。予算

と一緒に本定例会に、今回この条例も一緒に提案されてるってのを考え

れば、過去の判例を見ましても、同項の違反とは認められないという判

決も出ておりますので、そこら辺は、しっかりと理解をしていただいた

ほうがいいんじゃないかなと思います。 

委員長 他の意見、聞かなくていいんですか。 

ほかの委員は。いいですか。 

意（16） あれば、聞きますけど。 

委員長 ほかの委員で、賛成について、ある方は。 

意（16） よろしいですか。 

委員長 じゃあ、はい、いいです。16番、倉田利奈委員。 

意（16） 私は判例もいろいろ読んだ上で、今回の件は、違法になるよ

っていうことを判断したまでです。以上です。 

意（９）  すいません。いろんな状況によって、判例がいろいろあると

思うんですよ。その中で、僕も判例を見さしていただいて、横浜地裁の
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判例を見さしていただいておりますので。今回は、予算と一緒に条例改

正も上がってるわけですので、それは何ら問題ないというふうな判例が

あることも、しっかりと記憶にとどめておいていただきたいなと思いま

すので。あなたの考え方が全部、全てではないということですので。 

意（１）  非常にちょっと残念なのが、本日出てきた地方自治法の話ば

っかりで、本来の利用者の立場に立った、図書館像っていう議論は、全

然なされていないので、少しそちらのほうに、もう一回触れさせていた

だきます。 

16番議員言われてみえた、図書館の具体像やイメージが見えてこない

と。実際、これ、示されているとこなんですよね。 

12月議会の市長さんの反問権の中で、どういった図書館をつくられま

すか、イメージされますかってことで、全然、お答えになってないんで

すけど。その、ちょっと続編で、それは答えてください。 

意（16） そのイメージってのが、各それぞれね、人によって違うと思

うんですけど。 

例えば、じゃあ、ここの部屋は何冊ぐらいこういう本を置いて、こう

いう利用が出来て。じゃあ、例えば、どこどこ、ここにレファレンスの

コーナーを置きますよとか。レファレンスを、今後いっぱい置きますよ

なのか。それとも、今の図書館、閉架図書になってる収蔵庫の図書は、

どうやったら借りれますよとか。そういう市民が利用する上での具体的

なものが出てこなければ、それは、私は、どういう図書館になるのかっ

ていうのを、何かイメージはありますよ。すごくこのね、複合化の効果

とか。今までのマネジメント推進委員会の資料とか、全協とか、いろい

ろイメージはすごくあるんだけど、具体的にどうなのかっていうところ

が、私はわからないから、一般質問でも、お聞きしたっていうところな

んですね。 

今日の答弁でも、今後、決めてくっていうところだもんですから、や

はり、そんな状況では、私は、議決は出来ないかなということと、それ

から、先ほど、柳沢委員が言ったことなんですけど、これの逐条解説を

読みますと、十分な予算措置をいい、一部では的確とは言えないってこ
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と、書かれてるんですね。 

今回は、明らかに一部しか予算が上がっていないので、私は、今回、

自治法違反になりますよっていう、私の考えです。以上です。 

意（１）  ちょっと、また最後のとこで、そちらに戻っちゃったんです

けど。私がお聞きしたいのは、全協でいろんな情報が出たとかそういう

意味じゃなくて。 

反対されるなら、それなりの理想像、図書館に対するお考え、そこを

お聞かせください。 

意（16） だから、私、さっき申し上げたんですけど、繰り返してもい

いですか、じゃ。 

私は、今の図書館は、そのまま市民が利用できるようにすればいいと

思います。あそこを閉めちゃうっていうのは、非常にもったいないと思

ってるので、今の図書館を利用しながら、いきいき広場とか、かわら美

術館に、図書コーナーという形で、本を置いて、御紹介したり、そこで、

自分で借りれるような施設、自動で借りれるような、今、ありますよね、

そういうのを設置するとか、そういう形のほうが、あえて、お金をすご

くかけて、図書館を本を、せっかくいっぱいあるのに、それを、ほんの

一部しか開架しないっていうのも、市民のサービスとしても低下するの

ではないかということで、私はあくまでもそういう考えです。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

もうそろそろ、ちょっと、時間になりますんで、最後、内藤委員、何

かあれば。 

意（15） 今の地方自治法の222条の話ですが、話を聞いてましても、や

はり、今回の議会で、その４月から動かせないという問題があるからと

いう話には、わかりますが。そういうことで、違反してでもやってしま

うというのは、問題があると思いますので。これはやっぱり、やめるべ

きだと思いますし。 

それから、今もお話出ましたが、せっかく、今、高浜市は、現図書館

に約20万冊の本が入ってる。開架図書は８万冊だそうですが、そういう

本を生かさなくて、１万冊だの、２万冊だのっていう、少ない本を出す
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だけで図書館だということは、ちょっと、一般の人が考えても理解出来

にくいんじゃないかと思います。 

それから、広報でずっと連載してきたって言われました。その件につ

いては、前に、こども未来部長が、こういうのをよく読んでくれる人は、

やっぱり図書館が好きな人っていうことも言われましたから、その好き

な人が、そういう問題を読むのは結構なんですが、まだまだ高浜では、

広報が十分行き届いてません。行き届いてない上に、小学生や中学生、

高校生なんか、一番本が必要な、もちろん大人になっても必要なんです

が、そういう子供たちが、どうして今の図書館に行けないのか。そうい

う問題を、もっとしっかりアンケートなんか集めて、つかんで、それを

やっぱり生かしていくっていうことがされてないもんですから、そうい

う点では、図書館の在り方や運営の方法についての検討が不十分だと思

います。 

今、言われましたように、図書は文化の大元っていうか、自治体の基

本的人権である住民の学習権を保障するのが公立図書館の役割と、理念

にもありますから、これを低下させるような、こういう、やきものの里

のかわら美術館と統合するような案には、私は反対です。以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

時間となりましたので、これで、議案第12号についての自由討議を終

了いたします。 

 

「今の発言はいいんですか。違反だって、明確に言いましたけど。」

と発声するものあり。 

 

委員長 内藤委員。先ほどの発言で、違反っていうふうに決めつけみた

いな言動がありましたけど。内藤委員が違反と思うっていうことで、よ

ろしかったですか。よろしいですか。 

意（15） はい。 

委員長 これで議案第12号についての自由討議を終了いたします。 

なお、これより採決に当たり当局が入場しますので、ここで暫時休憩
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とし、委員会につきましては、 11時50分に再開いたしますので、よろし

くお願いいたします。 

 

休憩 午前11時44分 

 再開 午前11時49分 

 

委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

これより採決をいたします。 

 

 

《採 決》 

（１）議案第８号 高浜市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に

ついて 

 

      挙手全員により原案可決 

 

 

（２）議案第９号 高浜市個人情報保護条例の一部改正について 

 

      挙手多数により原案可決 

 

 

（３）議案第10号 愛知県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び愛知県市町村職員退職手当組合

規約の変更について 

 

挙手全員により原案可決 

 

 

（４）議案第11号 高浜市手話言語条例の制定について 
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      挙手全員により原案可決 

 

 

（５）議案第12号 高浜市やきものの里かわら美術館の設置及び管理に

関する条例の全部改正について 

 

      挙手多数により原案可決 

 

 

委員長 以上をもって、当委員会に付託となりました全案件の審査を終

了いたします。 

お諮りします。審査結果の報告の案文は、正副委員長に御一任願って

よろしいでしょうか。 

 

「異議なし。」と発声するものあり。 

 

委員長 御異議なしと認め、正副委員長に一任させていただきます。 

 

 市長挨拶 

 

委員長 以上をもちまして、福祉文教委員会を閉会いたします。 

  

 委員長挨拶 

 

 

                             終了 午前11時51分 
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     福祉文教委員会委員長 

 

 

 

     福祉文教委員会副委員長 

 

 

 

 


